
『
韓
非
子
』

解
老
篇
の
思
想
に
つ
い
て

序品一一回

〈

1
〉

解

老

篇

は

、

秘

老

篇

と

共

に

へ

の

注

釈

を

内
特
と
す
る
点
で
、
向
警
の
中
で
も
特
兵
な
性
格
を
持
つ
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
五
磁
・
顕
学
な
ど
の
斡
非
自
著
と
考
え
ら
れ
る
詩
篇
の

忠
恕
と
共
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
従
来
の
研
究
に
お
い
て
指

ハ
2
〉

抗
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
G

そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
解
老
・
戦

老
・
主
道
・
揚
接
関
篇
は
同
一
系
統
の
資
料
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は

フ
法
的
予
?
原
道
訓
や
司
馬
談
ヱ
ハ
家
要
旨
」
の
道
家
一
一
一
一
口
と
一
致
し
、

ま
た
そ
こ
に
は
形
名
法
術
の
説
も
見
え
る
と
指
摘
し
、
こ
れ
ら
を
、

茨
老
思
想
を
根
拠
に
形
名
の
学
を
展
開
し
た
漢
初
の
韓
非
後
学
の
作

〈

3
〉

と
し
て
い
る
ο

そ
し
て
こ
の
見
解
は
、
そ
の
後
の
解
老
篇
に
関
す
る

(
4
)
 

研
究
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
解
老
篇
に
は
韓
非
の
君
主
の
絶
対
権
力
を
支
え

る
法
術
思
想
を
否
定
す
る
姿
勢
が
あ
り
、
主
道
・
揚
捺
篇
に
見
え
る

形
名
参
同
の
理
論
も
全
く
見
ら
れ
な
い

Q

つ
ま
り
単
に
韓
非
の
思
想

を
受
け
継
い
だ
斡
非
後
学
の
思
想
を
伝
え
る
文
献
と
は
判
断
し
が
た

戸建手
段

本

大

い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
解
老
篇
に
於
け
る
「
道
」

の
捉
え
方
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
吋
准
南
子
b

原
道
訓

と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
道
」
は
ま

た
、
そ
の
注
釈
の
対
象
で
あ
る
円
卓
也
子
』
と
も
一
致
し
な
い
か
な
り

特
殊
な
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
そ
の
解
老
篇
に
見
ら
れ
る
「
道
」
の
捉
え
方

を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
も
と
に
解
老
篇
の
思
想
を
考
察
し
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

( 1 ) 

一
、
解
老
篇
に
お
け
る
「
道
」

解
老
篇
に
お
け
る
「
道
」
の
性
格
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
「
故

ハ
5
)

に
理
定
ま
り
て
、
市
る
後
に
道
を
得
可
き
な
り
」
と
さ
れ
る
如
く
、

一
道
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
「
理
」
と
い
う
術
語
の
持
つ
意
味
を
、

ま
ず
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

解
老
篇
の
思
想
は
、
限
前
に
あ
る
様
々
な
個
物
・
現
象
を
積
極
的

に
現
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
姿
勢
を
出
発
点
と
す
る
。
そ
の
た
め
に



は
、
そ
の
個
物
・
現
象
の
性
質
を
如
何
に
捉
え
る
か
が
第
一
の
問
題

と
な
る
。
そ
し
て
解
老
篇
は
、
一
見
な
ん
の
脈
絡
も
な
く
成
立
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
そ
れ
ら
の
個
物
・
現
象
の
内
部
に
、
そ
れ

ぞ
れ
そ
れ
ら
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
「
理
」
が
あ
る
と
す
る
ο

ハ
6
)ω凡

理
者
、
方
間
短
長
雄
擁
竪
脆
之
分
也
。

そ

び

(
凡
そ
理
と
は
、
方
円
・
短
長
・
鶴
際
・
昭
一
脆
の
分
な
り
。
)

ω一
故
定
理
有
存
亡
、
有
死
生
、
有
盛
衰
。

(
故
に
定
理
に
、
存
亡
有
り
、
死
生
有
り
、
盛
衰
有
り
。
)

川

W
物
有
理
不
可
以
相
薄
。
物
有
理
不
可
以
相
薄
、
故
理
之
為
物
之

制
、
高
物
各
異
理
。

せ
ま

(
物
は
理
を
有
ち
て
以
て
相
薄
る
可
か
ら
ず
。
物
は
理
を
有
ち
て

以
て
桁
縛
る
可
か
ら
ざ
る
が
故
に
理
の
物
の
制
を
為
す
や
、
万

物
各
々
理
を
毘
(
に
す
。
〉

ωに
よ
る
と
、
倒
物
に
は
方
向
と
か
短
一
長
と
か
粗
と
精
、
堅
い
も
ろ

い
な
ど
の
伺
物
特
有
の
性
質
が
あ
る
。
そ
し
て
、
偲
物
が
個
物
と
し

て
他
と
区
別
さ
れ
成
り
立
っ
て
い
る
そ
の
性
質
が
「
理
」
と
さ
れ
る

の
で
あ
る

Q

ま
た

ωに
よ
る
と
、
偲
物
の
内
に
そ
れ
ぞ
れ
定
ま
っ
た

ポ
ど
は
、
そ
の
倒
物
の
生
死
・
盛
衰
の
変
化
を
規
制
し
て
い
る
と

い
う
。
つ
ま
り
、
「
球
い
と
は
伺
物
の
性
質
と
変
化
を
賞
、
き
成
り
立

た
せ
て
い
る
班
法
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

ωで
は
、
情
物
は

の
内
在
に
よ
っ
て
、
「
相
薄
る
可
か
ら
ず
L

と
さ
れ
る
如
く
、

に
他
の
も
の
と
干
渉
し
合
う
こ
と
な
く
、
独
立
的
に
様
々
に
変
化
し

様
々
な
様
相
を
呈
し
な
が
ら
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る

Q

そ
の
意
味

で
、
個
物
は
総
て
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
「
理
」
を
持
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
万
物
各
々
理
を
異
に
す
」
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

偲
物
の
独
立
性
は
、
ま
さ
に
「
理
」
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
と

言
え
る
の
で
あ
る
。

一i

理
」
は
、
こ
の
よ
う
に
万
物
の
存
在
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る

も
の
で
あ
る
G

そ
し
て
解
老
篇
で
は
こ
の
個
々
の
「
理
」
の
集
合
体

が
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

道
者
、
前
向
物
之
所
然
也
、
古
内
理
之
所
穣
也
。
理
者
、
成
物
之
文

也
。
道
者
、
寓
物
之
所
以
成
也
。
故
臼
、
道
、
理
之
者
也
。

あ
っ

(
道
と
は
万
物
の
然
る
所
な
り
。
万
理
の
稽
ま
る
所
な
り
。
理
は

物
を
成
す
の
文
な
り
。
道
は
万
物
の
成
る
所
以
な
り
。
故
に
日

く
、
道
は
之
を
理
む
る
も
の
な
り
、
と
。
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
「
道
」
と
は
万
物
の
現
に
か
く
あ
る
所
の
そ
の
状

態
を
言
う
ο

そ
し
て
万
物
の
内
に
は
、
そ
れ
を
か
く
あ
ら
し
め
て
い

あ
や

る
理
法
「
文
」
と
し
て
の
「
理
」
が
あ
る
。
「
道
」
は
そ
の
「
穏
」

あ
っ

の
総
て
が
稽
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
万
物
の
か
く
あ
る
所
と
は
、
そ

の
意
味
な
の
で
あ
る

Q

そ
し
て
、
か
く
あ
る
万
物
は
「
理
い
に
よ
っ

て
、
さ
ら
に
は
「
道
い
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
故
に
「
道
ん
は
万
物

の
成
る
所
以
で
あ
り
、
ま
た
は
万
物
を
成
立
せ
し
め
る
の

、，L
 

( 2 ) 



に、

に
お
い
て
す
る
の
で
あ
る
か
ら
は
之
を
理
む
る
も

の
な
り
し
」
も
言
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
倒
物
は
、
破
接
的
に
は

内
在
し
て
い
る
「
理
い
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
よ
り
根

源
的
に
は
司
滋
l

一
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
道
い
は
「
理
い
の
集
合
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

回
定
的
な
一
定
不
変
の
在
り
方
を
持
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
理
ん

は
、
万
物
そ
れ
ぞ
れ
の
偲
別
性
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

変
化
を
も
方
向
づ
け
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
解

老
篇
は
一
苦
う
。

持
物
各
典
課
、
市
道
設
稽
高
物
之
理
、
故
不
得
不
化
。
不
得
不

化
、
故
無
常
投
。
無
常
換
、
是
以
死
牛
一
気
一
果
駕
、
寓
智
制
問
酌

器
、
潟
事
践
興
一
世
向
。

あ
っ

(
万
物
会
々
一
壊
を
異
に
し
て
、
道
は
尽
く
万
物
の
理
を
稽
む
る
が

故
に
化
せ
ざ
る
を
得
、
ず

Q

化
せ
ざ
る
を
得
、
ざ
る
が
故
に
常
操
無

し
。
常
操
無
け
れ
ば
、
是
を
以
て
死
生
駕
に
気
棄
し
、
万
智
正
日
仰

に
掛
酌
し
、
万
事
務
に
廃
興
す
。
)

こ
の
よ
う
に
、
な
泌
」
は
「
理
い
の
集
合
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
化

せ
ざ
る
を
得
、
ず
」
ま
た
「
常
操
無
し
」
と
一
一
一
一
口
う
如
く
、
一
定
不
変
の

在
り
方
を
持
た
な
い
の
で
あ
る

Q

つ
ま
り
、
万
物
の
死
生
・
興
廃
等

の
変
化
駆
ま
り
な
い
あ
る
が
ま
ま
の
現
象
こ
そ
が
、
ま
さ
に
「
理
」

を
通
じ
た
の
顕
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す

る
な
ら
ば
、
解
老
第
一
の
と
は
宇
宙
の
内
の
総
て
の
現
象
を
成

り
立
た
せ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
天
之
を
得
て
以
て
高

く
、
地
之
を
得
て
以
て
蔵
し
、
繰
斗
之
を
得
て
以
て
其
の
威
を
成

し
、
日
月
之
を
得
て
以
て
其
の
光
を
一
般
に
す
」
「
宇
内
の
物
之
を
持

み
て
以
て
成
る
い
「
万
物
之
を
得
て
以
て
死
し
、
之
を
得
て
以
て
生

、
ず
。
万
事
之
を
得
て
以
て
敗
れ
、
之
を
得
て
以
て
成
る
」
と
説
か
れ

る
如
き
も
の
で
あ
る
。
「
道
」
は
、
こ
の
よ
う
に
常
に
現
象
と
一
体

の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
道
」
の
変
化
極
ま
り
な

い
在
り
方
は
、
常
に
現
実
と
相
即
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
道
は
尭

舜
と
供
に
智
、
接
輿
と
供
に
狂
、
集
約
と
供
に
滅
び
、
湯
武
と
倶
に

問
問
ゆ
」
と
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
道
」

を
人
間
が
認
識
す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
現
実
的
事
象

に
お
い
て
は
、
表
面
に
現
わ
れ
て
人
の
認
識
対
象
と
な
る
の
は
も
っ

ぱ
ら
「
理
」
で
あ
り
、
「
道
」
は
現
実
と
相
却
し
て
い
る
と
は
一
一
一
一
向
え
、

夜
接
的
認
識
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
凡
そ
道
の
情
は
、

制
せ
ず
形
わ
さ
ず
、
柔
弱
に
し
て
特
に
槌
い
、
理
と
相
応
ず
」
と
一
一
一
一
口

わ
れ
る
通
り
で
あ
り
、
「
故
に
理

J

定
ま
り
て
、
市
る
後
に
道
を
得
可

き
な
り
」
と
さ
れ
る
如
く
、
「
道
」
の
認
識
は
「
理
」
の
認
識
が
定

ま
る
こ
と
を
通
じ
て
の
間
接
的
な
、
な
い
し
論
理
的
な
認
識
に
よ
る

し
か
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
解
老
篇
の

( 3 ) 

と
は
、
万
物
の
個
別
的
現
象
を
成



立
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
の
の
集
合
体
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

宇
品
い
は
字
留
の
総
て
の
現
象
を
成
り
立
た
ぜ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
中
川
胤
」
は
一
力
物
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
根
本

で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
「
道
」
は
、
解
老
篇
が

そ
の
注
釈
の
対
象
と
し
て
い
る
立
也
子
』
の
道
と
は
か
な
り
異
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

。
有
物
混
成
、
先
天
地
生
。
寂
今
家
今
、
溺
立
而
不
改
、
周
行
市

〈

7
)

不
殆
ο

可
以
魚
天
下
母
。
否
不
知
其
名
。
字
之
臼
道
。
(
二
十

ハ
物
有
り
て
混
成
し
、
天
地
に
先
だ
ち
て
生
、
ず
。
寂
た
り
家
た

り
、
独
立
し
て
改
ま
ら
ず
、
関
川
行
し
て
殆
か
ら
ず

Q

以
て
天
下

の
母
と
為
す
可
し
。
寄
れ
其
の
名
を
知
ら
ず
、
之
に
字
し
て
道

と
白
う
。
〉

。
大
道
氾
今
、
其
可
左
右
。
潟
物
持
之
市
生
、
而
不
評
。
功
成
不

名
有
。
愛
養
持
物
而
不
潟
主
。
(
…
一
一
十
四
九
草
)

(
大
道
は
氾
と
し
て
其
れ
左
布
す
可
し
ο

万
物
之
を
持
み
て
生
ず

る
も
、
部
も
辞
せ
ず
。
功
成
る
も
名
を
有
せ
ず
ο

万
物
を
愛
護

す
る
も
主
と
為
ら
ず
。
)

こ
の
よ
う
に
立
弘
子
h

に
お
け
る
道
は
、
万
物
の
根
源
的
存
在
で
あ

り
、
「
独
立
し
て
改
ま
ら
ず
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
実
を
超
越
し

た
一
定
不
変
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

2
4子』

で
は
、
「
不
道
は
早
く
己
む
」
(
一
一
一
十
・
五
十
五
章
)
と
一
一
一
一
口
う
如
く
、

万
物
の
死
滅
の
原
因
が
道
か
ら
逸
脱
し
た
た
め
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
解
老
篇
で
は
、
「
道
」
が
「
老
子
』
の
如
く
一
定
不
変
と
は

考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
万
物
の
死
滅
も
つ
理
i

一
を
通
じ
た
「
道
」

の
現
わ
れ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
『
老
子
』
に
は
、
個

物
に
内
在
す
る
理
の
考
え
方
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
以
上
の
如
く
、

解
老
篇
は
『
老
子
b

を
解
釈
す
る
立
場
を
取
り
な
が
ら
、
立
弘
子
b

の
道
と
は
異
な
る
性
格
の
「
道
i

一
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
8
)

つ
ぞ
つ
い
て
、
従
来
よ
り
解
老
篇
と
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

南
子
b

原
道
訓
の
道
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

夫
道
者
、
覆
天
載
地
、
廓
m
M
方
訴
八
板
、
高
不
可
際
、
深
不
可

刻
。
包
褒
天
地
、
一
果
授
無
形
。
掠
流
泉
淳
、
沖
市
徐
議
、
混
混

滑
滑
、
潟
而
徐
清
。
故
植
之
而
塞
子
天
地
、
横
之
荷
強
子
四

海
、
施
之
無
窮
、
市
無
所
朝
夕
。
好
之
棋
於
六
合
、
容
之
不
盈

於
…
援
。
約
市
能
張
、
関
市
能
明
、
弱
部
能
強
、
柔
市
能
問
。

横
四
維
部
合
陰
陽
、
紘
ん
す
街
部
章
一
一
一
光
。
甚
川
降
雨
潟
、
甚
織
部

徴
。
山
以
之
潟
、
淵
以
之
深
、
鉄
以
之
走
、
鳥
以
之
飛
、
日
月

〈

9
〉

以
之
拐
、
足
医
以
之
行
、
麟
以
之
波
、
鳳
以
之
開
問
。

ま

ひ

ら

〈
犬
れ
道
は
、
天
を
覆
い
地
を
載
せ
、
四
万
に
廓
り
八
極
に
訴

け
、
こ
と
捺
む
可
か
ら
ず
、
深
き
こ
と
測
る
可
か
ら
ず
、

( 4 ) 



ほ

う

か

ひ

ん

じ

ゅ

ゎ

天
地
を
包
装
し
、
無
形
に
菓
授
す
、
原
流
は
泉
の
浮
く
が
ご
と

く
、
沖
し
け
れ
ど
も
徐
ろ
に
盈
ち
、
混
混
滑
滑
と
し
て
、
潟
れ

ど
も
徐
ろ
に
清
む
。
放
に
之
を
植
つ
れ
ば
天
地
に
袋
が
り
、
之

を
横
た
う
れ
ば
四
海
に
弥
り
、
之
を
施
せ
ば
窮
り
無
く
し
て
、

朝
夕
す
る
所
無
し
。
之
を
倍
ぶ
れ
ば
六
合
に
棋
い
、
み
/
一
を
巻
け

ば
一
援
に
盈
た
ず
、
約
に
し
て
能
く
張
、
隣
に
し
て
能
く
明
、

弱
に
し
て
能
く
強
、
柔
に
し
て
能
く
問
。
間
維
に
横
た
わ
り
て

つ

な

あ

き

ら

と

う

陰
陽
を
含
み
、
宇
宙
を
紘
、
ぎ
て
一
一
一
光
を
寧
か
に
す
。
甚
だ
持
に

し
て
潟
、
甚
だ
織
に
し
て
徴
。
山
は
之
を
以
て
高
く
、
加
は
之

を
以
て
深
く
、
獣
は
之
を
以
て
走
り
、
鳥
は
之
を
以
て
飛
び
、

日
月
は
之
を
以
て
明
る
く
、
義
援
は
之
を
以
て
行
り
、
麟
は
之

を
以
て
悦
び
、
鳳
は
之
を
以
て
朔
る
。
)

原
道
訓
に
お
け
る
道
の
性
格
は
、
冒
頭
の
こ
の
一
段
に
集
約
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
道
に
は
、
後
半
の
「
山
は
之
を
以
て
高
く
」
以
下
に
示

さ
れ
る
如
く
、
万
物
を
成
立
さ
せ
て
い
る
根
本
と
し
て
の
性
格
が
見

い
出
せ
、
文
中
に
は
確
か
に
解
老
篇
の
「
天
之
を
得
て
以
て
高
く
、

地
之
を
得
て
以
て
蔵
し
、
維
斗
之
を
得
て
以
て
其
の
威
を
成
し
、
日

月
之
を
得
て
以
て
其
の
光
を
恒
に
す
」
と
相
似
し
た
表
現
も
見
ら
れ

る
Q

し
か
し
、
解
老
篇
の
「
道
」
が
個
物
を
成
立
せ
し
め
る
根
拠
と

し
て
の
「
理
」
の
集
合
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
万
物
を
成
立
さ
せ

る
根
本
た
り
え
た
の
と
は
異
な
り
、
原
道
訓
で
は
「
夫
れ
道
理
を
執

り
て
以
て
変
に
斜
す
れ
ば
、
先
ん
ず
れ
ど
も
亦
た
後
る
る
を
制
し
、

後
る
れ
ど
も
亦
た
先
ん
ず
る
を
制
す
」
と
、
現
象
を
貫
く
理
、
法
と
し

て
の
道
理
を
想
定
し
て
は
い
る
が
、
個
物
に
内
在
し
そ
の
性
質
を
特

定
し
成
り
立
た
し
め
る
解
老
篇
の
如
き
「
理
」
は
考
え
ら
守
れ
て
お
ら

ず
、
個
物
の
性
質
・
成
立
は
道
と
の
被
援
の
関
係
に
お
い
て
説
か
れ

て
い
る

Q

そ
の
た
め
、
同
じ
く
根
本
で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
解
老

篇
の
「
山
地
」
が
根
本
原
理
と
し
て
現
実
に
相
即
す
る
性
格
が
強
い
の

に
対
し
、
原
道
制
酬
の
道
は
、
天
地
・
宇
宙
を
包
括
す
る
巨
大
な
も
の

と
さ
れ
つ
つ
も
涼
溜
繊
徴
に
し
て
一
握
に
も
満
た
な
い
微
小
な
存
在

で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
象
世
界
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
の

性
格
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
解
老
篇
の
「
道
」

が
常
に
現
実
に
沿
い
つ
つ
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
原

道
訓
の
道
は
「
朝
夕
す
る
所
無
」
き
一
定
不
変
の
存
在
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
解
老
篇
と
三
位
南
子
』
原
道
訓
は
、

そ
の
表
現
に
共
通
性
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
的
に
は
異
な
っ
た

思
想
を
伝
え
て
い
る
と
判
断
し
得
る
の
で
あ
る
。

以
上
本
章
で
は
、
解
老
篇
の
「
道
」
の
性
格
を
考
察
し
、
さ
ら
に

そ
の
注
釈
対
象
で
あ
る
『
老
子
』
及
び
、
従
来
共
通
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
た
『
堆
南
子
』
原
道
訓
に
お
け
る
道
の
性
格
と
比
較
し
た
。
そ

の
結
果
、
解
老
篇
に
説
か
れ
て
い
る
「
道
」
は
、
宇
宙
の
現
象
を
成

り
立
た
せ
て
い
る
根
本
で
あ
る
と
い
う
点
で
二
書
と
共
通
性
は
あ
る
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が
、
常
に
現
偉
大
と
相
即
し
時
に
従
っ
て
変
化
す
る
と
い
う
、

ら
れ
な
い
特
殊
な
性
格
を
持
つ
こ
と
が
判
明
し
た
。

他
に
見

二
、
解
老
篇
の
思
想
内
容

で
は
、
前
章
で
の
「
道
」
の
捉
え
方
を
も
と
に
、
解
老
篇
に

お
い
て
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
現
実
へ
の
対
処
が
考
え
ら
れ
て
い

た
の
か
を
、
偶
人
の
処
世
論
と
統
治
論
と
に
大
別
し
て
検
討
す
る
。

ま
ず
偶
人
の
処
世
論
に
つ
い
て
、
解
老
篇
で
は
、
人
が
禍
害
に
遇

わ
な
い
た
め
の
最
善
策
は
、
「
理
」
及
び
「
道
」
に
従
っ
て
生
き
る

こ
と
だ
と
さ
れ
る
。

ω人
有
一
服
刻
一
富
貴
五
、
富
貴
五
期
衣
食
美
、
衣
食
美
刻
綴
心
生
、

隣
心
生
別
行
邪
僻
而
動
棄
環
。
行
邪
僻
則
身
死
夫
、
動
禁
理
則

無
成
功
。

(
人
福
有
れ
ば
別
ち
寓
資
変
り
、
富
島
民
至
れ
ば
烈
ち
衣
食
接
〈
に
、

衣
食
美
な
れ
ば
別
ち
麟
心
生
じ
、
鱗
心
生
ず
れ
ば
刻
ち
行
は
邪

僻
に
し
て
動
は
理
を
楽
つ
。
行
邪
僻
な
れ
ば
別
ち
身
は
死
犬

し
、
勤
理
を
業
つ
れ
ば
別
ち
功
を
成
す
無
し
。
〉

制
刷
失
縁
遊
離
以
従
事
者
無
不
能
成
。
無
不
能
成
者
、
大
能
成
天
子

之
勢
傘
、
市
小
易
得
卿
相
将
軍
之
賞
称
。
失
業
道
濃
部
妄
懇
動

殿
上
有
夫
子
諸
侯
之
勢
傘
、
部
下
有
務
額
陶
朱
ト
誠
之

猶
失
其
氏
人
部
亡
其
財
資
也
。
衆
人
之
軽
棄
道
理
市
易
妄

暴
動
者
、
不
知
其
締
結
之
深
大
市
道
関
遠
若
是
也
。

(
夫
れ
道
理
に
縁
り
て
以
て
事
に
従
う
者
は
、
能
く
成
ら
ざ
る
無

し
。
能
く
成
ら
ざ
る
無
し
と
は
、
大
は
能
く
天
子
の
勢
尊
を
成

し
、
小
は
卿
相
・
将
軍
の
賞
JA
慨
を
得
易
き
な
り
。
夫
れ
道
理
を

棄
て
て
妄
り
に
挙
動
す
る
者
は
、
上
に
天
子
・
諸
侯
の
勢
尊
有

り
て
、
下
に
狩
額
・
陶
朱
・
ト
祝
の
富
有
り
と
難
も
、
猶
其
の

民
人
を
失
い
其
の
財
資
を
失
う
な
り
。
衆
人
の
軽
く
道
理
を
棄

て
て
妄
り
に
挙
動
し
易
き
者
は
、
其
の
禍
福
の
深
大
に
し
て
道

の
関
遠
な
る
こ
と
是
の
若
き
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
〉

ω衆
人
離
於
患
、
路
於
稿
、
猶
未
知
退
、
部
不
服
従
道
理
。
翠
人

難
未
見
禍
患
之
形
、
虚
無
服
従
於
道
理
、
以
穏
蚤
版
。

(
衆
人
は
患
に
離
り
掘
に
陥
る
も
、
猶
未
だ
退
く
を
知
ら
ず
し
て

道
理
に
服
従
せ
ず
。
聖
人
は
未
だ
禍
患
の
形
を
見
ず
と
雛
も
、

虚
無
に
し
て
道
理
に
服
従
し
、
以
て
蚤
服
と
称
せ
ら
る
。
〉

ま
ず

ωに
お
い
て
は
、
人
が
揺
の
状
態
に
在
る
と
そ
の
心
に
騎
り
が

生
じ
、
そ
の
た
め
に
「
理
レ
に
従
っ
て
行
動
す
る
判
断
力
が
無
く
な

り
、
結
果
的
に
死
天
・
不
成
功
を
招
く
に
至
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い

る
。
次
に
悌
一
で
は
、
衆
人
が
仮
に
富
貴
を
得
た
と
し
て
も
、
軽
率
に

(

z

道
理
」
に
従
う
こ
と
を
放
棄
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
そ
の
富
貴
を

失
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
紛
は
、
患
禍
に
陥
り
な

が
ら
も
な
お
に
服
従
し
よ
う
と
し
な
い
衆
人
に
対
比
さ
せ

( 6 ) 



て
、
に
服
従
し
て
生
き
る
襲
人
を
挙
げ
て
、
「
道
理
」
に
服

従
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
「
送
迎
い
と

は
、
「
箭
の
術
為
る
や
道
理
に
作
一
ず
。
夫
れ
能
く
務
す
る
は
、
走
れ

道
に
従
い
て
弾
一
に
服
す
る
も
の
な
り
い
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、

主
M-166…
及
び
ぺ
理
L

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

(
叩
〉る

。
そ
し
て
、
解
老
篇
の
「
道
i
一
及
び
「
理
い
の
意
味
を
考
え
る
な

ら
ば
、
三
県
波
に
服
従
す
い
と
い
う
行
為
の
具
体
的
内
容
は
、
宇
宙

の
現
象
の
性
質
を
正
篠
に
見
極
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
前
述
の

ω?ゅ
は
、
人
が
禍
・
敗
に
至
る
源
問
を
、
「
道
」
及

び
「
理
い
を
見
級
め
ず
に
行
動
し
た
た
め
だ
と
す
る
処
世
論
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
人
が
禍
・
敗
に
至
る
の
は
単
な
る
偶
然
で
は
な

く
、
「
道
い
及
び
「
理
い
を
見
極
め
な
か
っ
た
た
め
の
必
然
的
な
結

果
で
あ
る
。
前
章
で
見
た
如
く
、
「
理
」
と
は
個
物
の
性
質
・
現
象

の
行
方
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
理
法
で
あ
り
、
~
i

道
い
は
そ
の
「
理
」

の
集
合
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
が
実
際
に
個
物
・
個
々
の
現

象
に
正
し
く
対
処
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
内
在
す
る
「
理
」
を
見

極
め
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
別
の
(
理
」

の
把
握
に
よ
り
、
最
終
的
に
「
理
」
の
集
合
体
で
あ
り
宇
宙
の
現
象

の
根
本
た
る
「
道
」
を
体
得
す
る
に
至
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
寸
体
道
」
の
入
、
す
な
わ
ち
聖
人
に
ま
で
至
り
得
る

わ
け
で
あ
る

Q

そ
れ
で
は
次
に
統
治
論
に
つ
い
て
の
考
察
に
移
り
た
い
。
従
来
の

研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
解
老
篇
が
斡
非
後
学
の
思
惣
を
伝
え
る

も
の
な
ら
ば
、
そ
の
統
治
論
に
は
韓
非
流
の
法
術
思
想
の
影
響
が
少

な
か
ら
ず
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
解
老
篇
に
は
そ
れ
が
全
く
見

ら
れ
ず
、
こ
の
篇
が
斡
非
流
の
思
想
を
伝
え
る
も
の
と
は
考
え
が
た

い
の
で
あ
る

Q

で
は
、
解
老
篇
に
見
ら
れ
る
統
治
論
は
一
体
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

解
老
篇
に
お
い
て
、
統
治
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
「
夫
れ

能
く
其
の
簡
を
有
ち
其
の
身
を
保
つ
者
は
、
必
ず
道
を
体
す
」
と
さ

れ
る
よ
う
に
、
「
体
道
」
な
る
段
階
ま
で
到
達
し
た
聖
人
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
統
治
論
は
韓
非
的
な
術
的
法
治
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
民
衆
を
傷
つ
け
る
苛
酷
な
法
治
に
対
し
て
は
否
定
的
な

性
格
を
持
っ
て
い
る
。

聖
人
在
上
則
氏
少
欲
、
民
少
欲
則
血
気
治
部
翠
動
理
、
血
気
治

市
翠
動
理
則
少
縞
窓
口
。
(
中
略
)
民
犯
法
令
之
謂
氏
傷
上
、
上

刑
毅
民
之
謂
上
傷
氏
。
民
不
犯
法
刻
上
亦
不
行
刑
。

〈
聖
人
上
に
在
れ
ば
別
ち
民
欲
少
な
く
、
民
欲
少
な
け
れ
ば
別
ち

血
気
治
ま
り
て
挙
動
理
ま
り
、
血
気
治
ま
り
て
挙
動
理
ま
れ
ば

別
ち
禍
害
少
な
し
。
(
中
略
)
民
法
令
を
犯
す
、
之
を
民
上
を

傷
つ
く
と
請
い
、
上
民
を
刑
致
す
、
之
を
上
氏
を
傷
つ
く
と
謂

( 7 ) 



ぅ
。
民
法
を
犯
さ
ざ
れ
ば
別
ち
上
も
亦
た
加
を
行
わ
ず
。
)

こ
こ
に
は
、
寸
道
」
を
体
得
し
た
翠
人
が
君
位
に
在
れ
ば
、
民
は
そ

の
聖
人
の
統
治
に
よ
り
寡
欲
と
な
り
法
令
を
犯
さ
な
く
な
る
た
め

に
、
お
主
一
は
刑
罰
に
よ
っ
て
氏
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
無
く
な
り
、
結

果
的
に
苛
酷
な
、
法
は
不
安
と
な
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
解
老
篇
で

は
、
他
に
も
「
刑
罰
法
誌
の
禍
い
「
人
間
法
令
の
禍
い
な
ど
、
法
は

民
衆
に
対
し
て
禍
害
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
概

し
て
法
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
民
衆
を
厳
し
く

規
制
せ
ん
と
す
る
性
格
の
法
こ
そ
、
韓
非
流
の
術
的
法
に
他
な
ら
な

、ο
}
U
V
 

そ
も
そ
も
斡
非
は
、
戦
闘
末
期
の
世
に
お
い
て
、
「
人
衆
く
し
て

貨
財
寡
く
、
力
労
す
る
も
養
を
供
に
す
る
こ
と
薄
し
。
故
に
氏
は
争

う
」
ハ
五
滋
)
「
夫
れ
方
今
は
俗
を
具
に
し
、
新
故
は
備
え
を
呉
に

す
。
如
し
箆
緩
の
政
を
以
て
急
世
の
氏
を
治
め
ん
と
欲
せ
ば
、
猶
轡

策
無
く
し
て
騨
潟
を
御
す
る
が
ご
と
し
。
此
れ
知
ら
ざ
る
の
患
な

り
い
ハ
問
〉
と
の
認
識
か
ら
、
そ
の
民
衆
の
争
乱
を
坂
東
さ
せ
社
会

秩
序
を
維
持
し
得
る
手
段
は
、
ぷ
貝
は
厚
く
し
て
信
に
、
民
を
し
て

之
を
利
せ
伎
む
る
に
如
く
は
英
く
、
部
は
章
一
く
し
て
必
に
、
民
を
し

て
之
を
畏
れ
使
む
る
に
如
く
は
英
く
、
法
は
一
に
し
て
問
く
、
氏
を

し
て
之
を
知
ら
佼
む
る
に
知
く
は
英
し
レ
(
向
)
と
の
信
賞
必
罰
を

旨
と
す
る
法
治
の
み
で
あ
る
と
し
、
法
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。
そ

し
て
彼
に
と
っ
て
こ
の
法
は
、
「
法
術
数
を
操
り
重
一
罰
厳
誌
を
行
わ

ば
別
ち
以
て
覇
王
の
功
を
致
す
可
し
」
(
姦
却
獄
疫
)
「
五
帝
を
超
え

ひ
と

一
ニ
王
に
件
し
き
も
の
は
、
必
ず
此
の
法
な
り
」
(
五
翠
)
と
説
か
れ

(

孔

〉

る
よ
う
に
、
唯
一
絶
対
の
統
治
手
段
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
韓
非
の
法
治
と
、
解
老
篇
の
法
治
と
は
、
統
治
対
象
で
あ
る

民
衆
に
対
す
る
姿
勢
が
全
く
正
反
対
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
韓
非
は
氏

が
必
然
的
に
争
乱
を
起
こ
す
と
考
え
、
解
老
篇
は
民
が
自
発
的
に
争

乱
を
起
こ
さ
な
く
な
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
よ
り
し

て
、
韓
非
の
法
術
思
想
と
解
老
篇
の
統
治
論
と
は
、
全
く
異
な
っ
た

性
格
の
政
治
思
想
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
苛
法
に
対
す
る
否
定
の
も
と
、
如
何
な

る
手
段
を
用
い
た
具
体
的
統
治
方
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

( 8 ) 

凡
物
之
有
形
者
易
裁
也
、
易
制
也
。
何
以
論
之
。
有
形
別
有
短

長
、
有
短
長
則
有
小
大
、
有
小
大
別
有
方
閥
、
有
方
関
川
則
有
感
一

脆
、
有
堅
脆
則
有
初
戦
重
、
有
軽
重
別
有
白
黒

Q

短
長
、
大
小
、

方
閥
、
堅
脆
、
総
重
、
自
mkm
之
調
理
。
弾
一
定
荷
物
易
制
也
。
故

議
於
大
陸
部
後
一
一
一
一
口
別
立
、
機
議
之
土
知
之
突
。
故
欲
成
方
関
部

路
比
ハ
規
矩
、
別
湾
事
之
功
形
会
。
市
高
物
英
不
有
規
矩
。
議
中
一
一
向

之
士
、
計
台
規
矩
也
。
嬰
人
議
随
於
荷
物
之
規
知
。

(
凡
そ
物
の
形
有
る
も
の
は
放
ち
劾
く
し
て
割
き
易
し
。
仰
を
以



て
之
を
論
ず
る
か
。
形
有
れ
ば
別
ち
総
長
有
り
、
短
長
有
れ
ば

別
ち
小
大
有
り
、
小
大
有
れ
ば
別
ち
方
向
有
り
、
方
向
有
れ
ば

別
ち
堅
脆
有
り
、
即
応
脆
有
れ
ば
別
ち
軽
震
有
り
、
軽
震
有
れ
ば

刻
ち
自
民
小
有
り
。
…
総
長
、
大
小
、
方
向
、
堅
脆
、
軽
量
、
白

川
県
小
、
之
を
理
と
謂
う
。
想
定
ま
り
て
物
刻
き
易
き
な
り
Q

故
に

大
庭
に
議
し
て
は
後
れ
て
言
え
ば
別
ち
立
つ
。
権
議
の
士
之
を

知
る
。
故
に
方
向
を
成
さ
ん
と
欲
し
て
其
の
規
矩
に
随
え
ば
、

別
ち
万
事
の
功
形
わ
る
。
罰
し
て
万
物
に
規
矩
は
有
ら
ざ
る
英

し
。
議
…
…
…
一
仰
の
土
は
規
矩
を
計
会
す
る
な
り
。
部
品
人
は
尽
く
万
物

の
規
矩
に
随
う
。
)

前
章
で
見
た
如
く
、
万
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
を
決
定
さ
せ
て
い

る
「
理
い
が
内
在
し
て
い
る
。
し
た
、
が
っ
て
、
そ
の
「
理
」
を
見
極

め
て
判
断
す
れ
ば
万
物
へ
の
対
処
が
容
易
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
統
治

に
お
い
て
も
現
実
的
事
象
の
「
理
」
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と

す
る
。
そ
の
た
め
に
、
大
小
・
方
円
な
ど
の
万
物
の
「
理
」
を
抽
象

し
代
表
す
る
規
矩
に
従
う
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
統
治
論
に
お
い
て
も
、
苛
法
に
対
比
し
て
、
前
述
の
処
世
論
と
同

じ
く
「
理
i
一
を
見
極
め
て
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
解
老
篇
で
は
、
韓
非
が
法
の
運
用
に
際
し
て
君
主

に
絶
対
的
権
限
を
与
え
た
の
と
は
異
な
り
、
「
理
」
に
従
う
こ
と
に

よ
っ
て
法
の
恐
意
的
運
用
を
歯
止
め
せ
ん
と
し
て
い
る
。

凡
法
令
一
史
期
利
害
易
、
利
容
易
則
氏
務
務
。
務
獲
之
謂
幾
業
。

故
以
埼
観
之
、
事
大
衆
而
数
揺
之
別
少
成
功
、
波
大
器
部
数
従

之
別
多
敗
傷
、
烹
小
鮮
部
数
桟
之
別
賊
立
(
棒
、
治
大
関
冊
数
援

法
則
氏
背
之
じ
是
以
有
道
之
活
費
静
、
不
重
姿
法
。

(
凡
そ
法
令
吏
ま
れ
ば
即
ち
利
害
易
り
、
利
窓
口
易
れ
ば
則
ち
民
の

務
め
変
、
ず
。
務
の
変
ず
る
、
之
を
業
い
を
変
ず
る
と
謂
う
。
故

に
理
を
以
て
之
を
観
る
に
、
大
衆
を
率
い
て
数
々
之
を
揺
る
が

せ
ば
別
ち
成
功
少
な
く
、
大
山
市
を
蔵
し
て
数
々
之
を
徒
せ
ば
別

ち
敗
傷
多
く
、
小
鮮
を
烹
て
数
々
之
を
撹
せ
ば
別
ち
其
の
沢
を

賊
い
、
大
閣
を
治
め
て
数
々
法
を
変
ず
れ
ば
別
ち
民
は
之
を
官

し
む
。
同
党
を
以
て
有
道
の
君
は
静
を
貴
び
て
、
変
法
を
重
ん
ぜ

ず
。
)

こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
法
に
は
、
民
衆
の
利
害
関
係
を
調
停
す
る
客

観
的
基
準
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
法
を
怒
意
的
に

変
更
す
る
こ
と
は
、
一

1
1

理
」
に
反
す
る
行
為
で
あ
り
、
社
会
秩
序
を

乱
し
民
衆
を
苦
し
め
る
原
因
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
君
主
は
変
法

な
る
政
策
を
軽
々
し
く
実
行
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う

に
解
老
篇
で
は
、
法
の
運
用
者
た
る
君
主
に
対
し
て
、
法
の
怒
意
的

な
運
用
を
許
さ
ず
、
一

3

理
」
に
従
い
つ
つ
「
静
を
貴
」
ぶ
態
度
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
統
治
論
で
の
君
主
は
、
「
体
道
の

( 9 ) 

「
有
道
の



君
」
と
さ
れ
る
如
く
、
「
理
」
の
集
合
体
た
る
「
道
」
を
体
得
す
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
一

i

人
君
無
道
な
れ
ば
、
削
則
ち
内
は
其
の

民
を
暴
ぃ
躍
し
外
は
其
の
都
留
を
侵
欺
す
。
市
内
に
暴
虐
な
れ
ば
則
ち
民

の
産
は
絶
え
、
外
に
侵
欺
す
れ
ば
則
ち
兵
は
数
々
起
こ
る
」
と
、
君

主
が
「
道
i
一
を
無
視
し
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
簡
が
危
険
な
状
態
に

陥
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
君
主
は
私
利
私
欲
を
排
除
し
た

虚
静
な
る
姿
勢
に
よ
っ
て
、
一
理
」
及
び
「
遊
」
に
服
従
し
て
統
治

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
解
老
篇
で
は
、

辺地
L
一
及
び
「
理
レ
が
君
主
の
暴
政
を
制
御
す
る
役
割
を
持
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
解
老
第
の
統
治
論
で
は
、
「
体
道
の
君
」
が
「
道
」

及
び
九
迎
い
に
服
従
し
て
い
鹿
静
な
る
姿
勢
を
保
ち
つ
つ
、
法
を
運
用

す
る
こ
と
に
よ
り
民
衆
を
統
治
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
。
そ
し

て
こ
の
統
治
論
は
、
持
非
流
の
君
主
左
絶
対
と
し
、
そ
の
支
配
意
欲

を
法
治
に
よ
っ
て
笑
現
せ
ん
と
す
る
法
術
思
想
と
は
、
全
く
性
格
を

兵
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ο

以
上
本
意
で
は
、
解
老
篇
の
処
世
論
・
統
治
論
を
検
討
し
て
き
た

が
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
倒
物
の
性
質
・
現
象
を
決
定
し
成
立
せ
し
め

る
「
理
い
及
び
そ
の
「
理
い
の
集
合
体
で
あ
り
守
備
の
現
象
の
根
本

た
る
ぺ
近
い
を
正
確
に
見
秘
め
そ
れ
ら
に
従
っ
て
行
動
す
べ
き
こ
と

が
説
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
統
治
論
の
性
格
か
ら
見
て
、
解
老
第

は
韓
非
流
の
法
術
思
想
を
母
胎
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
は
考
え
が

た
い
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
c

一
一
一
、
主
道
・
揚
擢
ニ
篇
の
思
想

前
章
の
考
察
に
つ
づ
き
、
本
章
で
は
、
従
来
の
研
究
で
は
解
老
篇

と
同
一
系
統
の
資
料
と
考
え
ら
れ
て
い
る
主
道
・
揚
擁
二
篇
の
思
想

内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。

主
道
・
揚
権
二
篇
に
は
、
君
主
が
道
の
在
り
方
に
刻
り
、
形
名
参

向
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
終
始
一
貫
し
て
説
か
れ
て
い

る。川

w
道
者
、
高
物
之
始
、
是
非
之
紀
也
。
是
以
明
君
守
始
以
知
寓
物

之
滅
、
治
紀
以
知
善
敗
之
端
。
故
虚
静
以
待
、
令
名
白
命
也
。

令
事
自
定
也
。
虚
制
州
知
質
之
帯
、
静
則
知
動
者
正
。
有
一
一
一
一
向
者
自

忽
名
、
有
事
者
自
局
形
。
形
名
参
問
、
君
乃
無
事
索
、
蹄
之
其

情
。
(
主
道
)

(
遂
と
は
万
物
の
始
め
、
是
非
の
紀
な
り
。
是
を
以
て
明
君
は
始

め
を
守
り
て
以
て
万
物
の
源
を
知
り
、
紀
を
治
め
て
以
て
普
散

の
端
を
知
る
や
故
に
疲
れ
静
に
し
て
以
て
待
ち
、
名
を
し
て
自
ら

命
ぜ
令
め
、
事
を
し
て
自
ら
定
め
令
む
る
な
り
。
患
な
れ
ば
別

ち
突
の
構
を
知
り
、
静
な
れ
ば
別
ち
動
の
正
を
知
る
。
品
一
日
有
る

者
は
自
ら
名
を
為
し
、
事
有
る
者
は
自
ら
形
を
為
す
。
形
名
参

( 10 ) 



関
す
れ
ば
、
は
乃
ち
事
無
く
、
之
を
其
の
情
に

mmす
。
)

ω道
無
銭
、
故
臼
一
。
是
放
明
活
資
猫
道
之
容
。
君
民
不
問
滋
。

下
以
名
藤
、
話
操
其
名
、
段
数
其
形
、
形
名
参
向

Q

上
下
和
部

也
。
(
揚
椛
)

(
道
は
双
ぶ
無
し
、
故
に
一
と
臼
う
。
是
の
故
に
明
君
は
独
な
る

道
の
的
引
を
貴
ぶ
。
殺
肢
は
道
を
向
じ
く
せ
ず
ο

下
は
名
を
以
て

£
m
u
L
ι

，
 

縮
め
、
君
は
其
の
名
を
操
り
、
肢
は
其
の
形
を
殺
す
。
形
名
参

向
す
れ
ば
、
上
下
和
調
す
る
な
り
。
)

こ
れ
ら
は
、
道
を
形
名
参
向
の
根
拠
と
す
る
理
論
で
あ
り
、
こ
の
こ

篇
に
説
か
れ
て
い
る
道
は

2
4子
b

的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と

い
う
の
は
、

ω「
道
は
万
物
の
始
め
比
例
「
道
は
双
ぶ
無
し
、
故

に
一
と
臼
う
」
と
あ
り
、
一
方
『
老
子
』
で
は
、
つ
物
有
り
て
混
成

し
、
天
地
に
先
だ
ち
て
生
ず
。
(
中
略
)
之
に
字
し
て
道
と
臼
う
」

ハ
二
十
五
章
)
、
「
是
を
以
て
聖
人
は
一
を
抱
て
天
下
の
式
と
な
る
」

ハ
二
十
二
章
)
と
一
一
一
日
い
、
そ
の
内
容
が
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
二
篇
で
は
、
君
主
が
万
物
の
根
源
的
存
在
で
あ
る
道
の
唯
一
絶

対
で
虚
静
無
為
な
る
在
り
方
を
体
得
し
た
な
ら
ば
、
臣
下
の
中
央
情
を

把
握
し
督
責
し
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
篇
の
形
名
参
同
で
は
、
右
の
如
く
ほ
下
に
対
し
て
形
名
参

同
を
行
う
も
の
と
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
形
名
参
同
の
対
象

で
あ
る
底
下
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
言
え
ば
、

L
ι
d
h
u
 

の
所
に
代
れ
ば
、
人
与
に
せ
ざ
る
英
し
」
(
主

の
殺
は
、
其
の
家
を
窓
ま
せ
ず
。
有
遂
の
君
は
、

資
と
富
備
わ
れ
ば
、
将
に
之
に
代
ら
ん
と
す
れ

の
君
位
を
築
奪
せ
ん
と
す
る
直
下
な
の
で
あ

のの
ば
な
り
」
(
揚
擦
)

る心
以
上
の
二
つ
の
性
格
に
お
い
て
、
主
道
・
揚
娘
二
篇
に
見
ら
れ
る

形
名
参
向
は
、
斡
非
流
の
形
名
参
向
の
性
格
と
一
致
す
る
ο

韓
非
の

考
え
て
い
た
陸
下
は
「
主
を
欺
き
私
を
成
」
(
姦
却
試
毘
)
さ
ん
と

す
る
臣
下
で
あ
り
、
ま
た
「
正
的
を
廃
し
て
不
義
を
立
つ
に
(
向
)

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
君
位
を
脅
か
す
臣
下
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
韓

非
は
そ
の
よ
う
な
臣
下
に
対
し
君
主
権
を
強
化
せ
ん
と
し
て
、
臣
下

の
業
務
を
叔
問
責
す
る
と
共
に
君
位
の
築
奪
を
防
止
す
る
た
め
の
形
名

参
同
術
を
理
論
立
て
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
主
道
・
揚
擁
二
倍
加
は
、
そ
の
韓
非
流
の
形
名
参
同

の
性
格
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぎ
、
形
名
参
同
を
行
う
君
主
の
絶
対
的

権
威
を
確
立
せ
ん
と
す
る
に
あ
た
り
、
そ
こ
に
円
卓
也
子
』
の
道
の
唯

一
絶
対
性
を
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
G

特
に
「
道
は
見
る
可
か

ら
ざ
る
に
在
り
」
(
主
道
)
と
さ
れ
る
よ
う
な
道
の
不
可
捉
的
性
格

一フ
'hv

を
取
り
入
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
「
君
其
の
意
を
見
わ
す
こ
と
無
か

れ
。
君
其
の
意
を
見
わ
せ
ば
毘
将
に
ノ
は
ら
異
を
表
わ
さ
ん
と
す
ー
一

(
同
)
と
か
、
「
上
は
癌
く
内
蔵
を
閉
ざ
し
、
室
従
り
庭
を
視
て
、
貯

( 11 ) 



の

せ

き

お

い

尺
己
に
兵
わ
る
る
を
参
ず
れ
ば
、
皆
其
の
処
に
之
て
す
」
(
揚
擁
)

等

と

、

の

不

可

捉

性

を

強

化

せ

ん

と

し

て

い

る

の

で

あ

る。
以

上

本

家

で

は

、

・

揚

権

一

の

思

想

内

を

検

し

た

が
、
こ
の
こ
篇
に
は
、
韓
非
流
の
形
名
参
向
の
性
格
を
受
け
継
ぎ
、

内
老
子
加
の
道
の
唯
一
絶
対
的
性
格
を
、
形
名
参
同
を
行
う
君
主
の

絶
対
的
権
威
を
確
立
強
化
せ
ん
と
す
る
た
め
に
取
り
入
れ
た
形
名
参

向
の
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
解
老
篇
に
お
い
て
、

…
ー
追
い
が
君
主
の
怒
意
的
統
治
を
制
御
す
る
役
割
を
果
し
て
い
た
の

と
は
、
大
き
く
m
列

な

っ

て

い

る

う

G

結
語

以
上
本
論
で
は
、
解
老
儲
仰
の
思
想
を
そ
こ
に
説
か
れ
る

び
叶
別
川
怖
い
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
解
老
第
の
「
道
」
は
、

ゃ
れ
イ
椛
市
子
』
原
道
訓
に
説
か
れ
る
よ
う
な
現
実
を
超
越
す
る
も
の

で
は
な
く
、
常
に
現
実
と
相
却
し
、
時
に
従
っ
て
変
化
す
る
「
巡
い

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
解
老
篇
に
お
け
る
間
以
前
の
個
物
・
現
象
を
積

極
的
に
現
実
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
の
現
実
に
対
し
て
如
何
に
対
処

す
べ
き
か
と
い
う
忠
強
か
ら
、
必
然
的
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
解
老
篇
で
は
、
一
い
の
概
念
が
導
入
さ
れ
、
現

に

存

在

す

る

例

物

・

現

象

を

と

連

結

さ

せ

た

。

は

、 及

宇
宙
の
現
象
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
本
で
あ
り
、
眼
前
の
個
物
・

現
象
そ
の
も
の
が
「
道
」
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
実
重
視
の
思
考
は
、
五
震
篇
な
ど
に
見
ら
れ
る
韓

非
の
思
考
と
相
通
じ
る
も
の
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
解
老
篇
の

思
想
は
韓
非
の
思
想
と
は
大
い
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
解
老
篇
に
は

君
主
の
専
制
政
治
を
歯
止
め
と
す
る
思
想
が
あ
る
が
、
韓
非
に
は
君

主
の
専
舗
を
抑
制
す
る
思
考
は
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
解
老
篇
の
君
主
の
専
制
に
対
し
て
「
道
」
が
抑
制

す
る
方
向
に
作
用
す
る
と
い
う
統
治
論
は
、
馬
主
堆
よ
り
出
土
し
た

(
W
U
)
 

内
経
法
b

に
見
ら
れ
る
統
治
思
想
と
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
円
経
法
』

に
は
、
道
と
理
を
合
わ
せ
て
説
く
理
論
が
見
ら
れ
、
そ
の
点
に
お
い

て
も
解
老
篤
と
共
通
性
を
持
つ
。
し
か
し
内
経
法
』
に
お
け
る
道
及

び
裂
は
、
解
老
篇
の
ぺ
道
」
及
び
「
理
」
と
は
性
格
を
思
(
に
し
、
そ

の
思
想
は
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。
た
だ
し
内
経
法
b

等
の
馬
主
堆

か
ら
出
土
し
た
担
額
の
十
日
扶
蓄
が
、
従
来
実
体
の
つ
か
め
な
か
っ
た

焚
老
思
想
を
伝
え
る
資
料
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

そ
れ
ら
と
解
老
篇
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
一
腰
の
検
討
が

必
要
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ

り
、
主
弘
子
¥
)
二
ぽ
市
子
h

原
道
前
と
は
山
内
な
る
「
道
一
の
思
想
を
伝

え
、
…
ー
斡
非
子
い
に
含
ま
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
斡
非
流
の
思
想
と

は
叩
列
な
る
解
老
爺
の
思
想
の
、
忠
利
心
史
上
の
位
置
も
よ
り
明
確
に
な

( 12 ) 



(

日

〉

る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

(
注
)

ハ
1
〉
除
者
篇
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
ず
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
思

想
内
容
の
基
本
に
お
い
て
は
斡
非
の
法
術
忠
怒
と
同
様
で
あ
る
と
考
え

る。

〈
2
〉
容
楽
視
コ
料
非
予
考
証
い
(
期
務
印
書
館
、
一
九
三
六
)
。
木
村
英
一

内
法
山
本
忠
利
仙
の
研
究
い
(
弘
文
堂
、
一
九
四
回
)
。

〈
3
〉
木
村
前
掲
書
附
録
託
料
品
芥
子
考
一
説
、

ハ
4
〉
内
山
俊
彦
「
漢
初
斡
非
学
一
伐
と
道
家
思
想

i
「
斡
非
子
ー
一
主
道
・
揚

扱
・
解
者
・
仏
明
者
間
篇
を
め
ぐ
っ
て
i
」
〈
山
口
大
学
文
学
会
誌
・
二
十

五
号
、
一
九
七
四
〉
、
問
吋
中
間
古
代
思
想
史
に
お
け
る
自
然
認
識
』
(
創

文
社
、
一
九
八
六
〉
第
七
章
「
秦
J
漢
初
の
道
家
と
法
家
」
。
浅
野
絡
一

「
道
法
を
生
ず
i
道
法
思
想
の
展
開
i

」
(
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
・
第

十
六
巻
、
一
九
八
二
三

ハ
5
〉
以
下
叫
斡
非
子
h

の
引
用
は
、
隙
奇
猷
円
斡
非
子
集
釈
b

を
中
心
と

し
、
王
先
慎
円
斡
非
子
集
解
b

、
大
出
万
円
綜
非
子
翼
♂
一
課
ふ
を
参
照
し
た
。

(
6
〉
以
下
引
用
に
際
し
て
の
番
号
は
、
行
論
の
便
宜
上
付
し
た
も
の
で
あ

る
Q

(
7
〉
以
下
町
老
子
h

の
引
用
は
、
河
上
公
本
に
拠
る
。

〈
8
)

容
前
掲
蓄
は
、
解
者
篤
と
原
道
部
の
道
が
、
万
物
の
生
成
的
原
因
と

い
う
性
格
に
お
い
て
一
致
す
る
と
し
、
木
村
前
掲
書
も
そ
の
見
解
に
従
っ

て
い
る
。

〈
9
)

辺
山
南
子
い
の
引
用
は
、
烈
文
典
町
古
川
模
商
鴻
烈
集
解
』
に
拠
る
。

(
山
山
〉
池
田
知
久
解
老
篇
の
「
道
理
い
に
つ
い
て
」
(
高
知
大

学
学
術
研
究
報
告
・
第
十
八
巻
・
人
文
科
学
・
第
七
号
、
一
九
六
八
)
は

平
滋
潔
い
を
、
何
人
の
詰
賞
金
存
の
追
求
と
い
う
目
的
に
到
達
す
る
一
過

程
た
る
「
成
無
」
日
「
服
従
於
道
理
」
の
心
境
か
ら
要
請
さ
れ
た
概
念
と

し
て
い
る
。

(
日
〉
隣
非
の
自
著
を
吋
韓
非
子
b

中
の
ど
の
範
閉
ま
で
と
推
定
す
る
か
に

つ
い
て
は
、
諸
説
様
々
で
あ
り
定
ま
ら
な
い
が
、
円
白
人
記
』
の
「
老
子
斡

非
列
伝
」
に
よ
れ
ば
、
孤
横
・
五
議
二
篇
が
韓
非
の
自
著
で
あ
る
こ
と
は

確
実
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
こ
篤
に
即
し
た
内
容
を
持
つ
姦
却
拭
院
・
顕

学
二
億
州
も
韓
非
の
自
著
と
み
な
し
得
る
と
忠
わ
れ
る
。

(
立
〉
馬
主
堆
よ
り
出
土
し
た
内
経
法
』
等
の
四
種
の
古
扶
警
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
馬
主
堆
文
物
の
そ
の
後
の
研
究
動
向
i
賞
者
思
想
研
究
の
展

開
j
」
(
新
し
い
漢
文
教
育
・
第
五
号
、
一
九
八
七
)
に
研
究
状
況
を
論

じ
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
本
論
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
町
荘
子
』
と
解
老
篇
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
今
後
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

(
筑
波
大
学
大
学
院
一
〉
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